
 

 

 

 

【報道発表資料】 

 

栗原市病院事業企業職員に対する懲戒処分について 

 

 令和７年１１月２８日付けで職員に対して行いました、地方公務員法に基づく懲戒処分

について公表いたします。 

 

記 

１ 対象職員 

  栗原中央病院 医長級 ６０歳代 男性 

２ 事件概要 

令和７年７月下旬に、入院患者に対しセクシャルハラスメント行為を行い、精神的苦

痛を与えたもの。 

３ 処分内容 

  停職３月 

４ 処分年月日 

令和７年１１月２８日 

５ 管理監督責任 

  文書厳重注意 管理職 ６０歳代 男性 

６ 病院事業管理者コメント 

市民の皆様をはじめ、多くの皆様の信頼を損なう事態を招いたことを、病院事業管理

者として心より深くお詫び申し上げます。 

地方公務員として、今一度、法令の遵守、服務規律の徹底及び綱紀の粛正並びに再発

防止を図り、市民の皆様からの信頼回復に向けて、病院全職員に対し法令遵守を徹底し、

再発防止に努めてまいります。 

令和７年１１月２８日 
栗原市 医療局 医療管理課 
電話 0228－21－5631 


